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Ⅰ．高速道路株式会社法第１０条に基づく事業計画について 

 
事業計画については、高速道路株式会社法（以下、会社法）第１０条に基づき、
高速道路株式会社（以下、会社）が、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業
計画を定め、国土交通大臣の認可を受けることとなっている。 
 なお、事業計画を申請するにあたり、会社法施行規則第１１条第１項で規定され
ている通り、資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出することと
なっているため、当該事業年度の資金計画書及び収支予算書も添付する。 
 
 平成１９事業年度の事業計画については、事業全体としては総額４，３６３億円
の事業費、うち高速道路事業に係る総額は３，５９５億円の事業費を予定している。
資金計画書については、合計２，１２９億円の資金を政府からの財政投融資（政府
保証債）や民間金融機関からの借入金等で調達する予定である。収支予算について
は、当期純利益として１５億円発生する予定である。 
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Ⅱ．事業計画 

１．高速道路事業に係る事業計画 

 
平成１９事業年度における高速道路事業については、高速道路の新設・改築、及
び維持、修繕、災害復旧等で構成される。 
高速道路の新設、改築については、地域の発展と暮らしや利便性の向上に貢献す
る、より安全で使いやすい高速道路ネットワーク整備の計画的かつ着実な執行を図
るために１，８７２億円の事業費（一般管理費、建設中利息を除くと１，６９５億
円）を予定している。なお、本事業年度内の開通予定道路として、近畿自動車道（み
なべ～田辺）６ｋｍ及び一般国道１号（第二京阪道路）（阪神高速接続部～巨椋池）
１ｋｍを予定している。 
高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理に関しては、適正かつ効率的な維
持管理や道路施設について中長期的に管理するために必要な修繕を実施するため、      
１，７２３億円の事業費を予定している。 
なお、他の高速道路株式会社の事業範囲における高速道路の新設・改築、及び維
持、修繕、災害復旧等に関する事業は、本事業年度において事業実施予定はない。 

 
以上の内容をまとめると、道路事業に係る平成１９事業年度の事業計画は下記の
とおりである。 
 
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額 
高速道路の新設、改築 

 
近畿自動車道など計１３道路２７６ｋｍ（※１）の新設

（このうち、近畿自動車道（みなべ～田辺）６ｋｍ及び

一般国道１号（第二京阪道路）（阪神高速接続部～巨椋

池１ｋｍ）を平成１９年度開通予定） 
近畿自動車道など計３道路４９ｋｍの改築 

１，８７２

 

高速道路の維持、修繕、災害復旧その

他の管理（※２） 
中央自動車道など計４０道路３，２５８ｋｍの維持、修

繕等 
１，７２３

高速道路株式会社法第五条第２項に

規定された以外の高速道路における

新設、改築 

  
― 

高速道路株式会社法第五条第２項に

規定された以外の高速道路における

維持、修繕、災害復旧等 

  
― 

合計Ａ（高速道路事業）  ３，５９５

 

単位：億円

※ ：なお、上記以外に道路資産賃借料５，１５１億円の支出が存在する。 
※ ：端数処理の関係により合計が一致しない場合がある 
※1：２７６ｋｍには、第二名神の当面着工しない区間（大津 JCT～城陽、八幡～高槻第一 JCT）の延長３５ｋｍは含まない。 
※2：この中には、日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に基づく管理有料道路（関門トンネル）の維持、修繕等（所要資金 12億円）
を含む。 
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２．高速道路事業以外の事業に係る事業計画 

 
平成１９事業年度における高速道路事業以外の関連事業については、高速道路の
休憩所、給油所等の建設・管理、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、
改築、維持、修繕等、及びその他事業で構成される。 
高速道路の休憩所、給油所等の建設・管理に関しては、利用者への適正なサービ
スを実施するために必要な既存サービスエリア等の適正な管理及び今後の事業準
備を行うために、事業費７３億円を予定している。 
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等に関しては、
新直轄方式で建設されている高速道路についての国の委託事業や、高速道路事業に
関連する他の道路事業の委託事業を着実に実施するため、６７２億円の受託事業費
を予定している。 
なお、その他事業については、有料駐車場事業、トラックターミナル事業、高架
下の占用施設活用事業、不動産賃貸事業、Ｗｅｂサイトなどでの広告事業、出版事
業の他、新直轄方式で整備する区間の技術支援業務等のために２２億円の事業費を
予定している。 
以上の内容をまとめると、高速道路事業以外の関連事業に係る平成１９事業年度
の事業計画は下記のとおりである。 
 
 

事業区分 事業の概要（実施の方法・事業量） 所要資金の額 
高速道路の休憩所、給油所等の建

設・管理 
 

中央自動車道西宮線大津サービスエリアなど計２５１

箇所のサービスエリア・パーキングエリアの管理 ７３

国、地方公共団体等の委託に基づ

く道路の新設、改築、維持、修繕

等（※１） 

中国横断自動車道などの新設に関する受託工事、「一般

国道１号改築事業の合併施行(枚方～門真)における工事
等の施行に関する平成１９年度協定」に基づく受託工事

ほか 

６７２

高速道路株式会社法第五条第２

項に規定された以外の高速道路

における休憩所、給油所等の建

設・管理 

  
 
   ― 

その他の事業等 
 

有料駐車場事業１箇所、トラックターミナル事業２箇

所、占用施設活用事業１２７箇所、不動産賃貸事業、広

告事業、出版事業ほか 
２２

合計Ｂ（高速道路事業以外）  ７６８

  

合計（Ａ＋Ｂ）  ４，３６３

 
 

単位：億円

※ ：端数処理の関係により合計が一致しない場合がある 
※1：この中には、会社法第５条第５項に基づいて、国、地方公共団体、地方道路公社以外の事業者の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕

等の所要資金４億円を含む 
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■資金計画書 
平成１９事業年度の資金計画書は下記のとおりである。 

 
■収支予算書 

金額 科 目 
合計 高速道路事業 高速道路事業以外

収入の部 
（営業的収入） 
 高速道路事業営業収入 
 関連事業営業収入 
  ＳＡ・ＰＡ事業収入 
  その他の事業収入 
  受託事業収入 
営業外収入 
（資本的収入） 
 社債・借入金 
  政府保証債 
  政府からの無利子借入金 
  機構からの無利子借入金 
  財投機関債 
民間借入金 

 前期繰越金 

 
 

６，６２４ 
７９２ 
１０４ 
１６ 
６７２ 
０ 

 
２，１２９ 
９２３ 
０ 
０ 

２５０ 
９５６ 
６８７ 

６，６２４

０

２，１２９
９２３
０
０

２５０
９５６
６６７

 

  

(２，１２９)
(  ９２３)
(        ０)
(        ０)
(    ２５０)
(    ９５６)
(    ２０９)

７９２
１０４
１６
６７２
０

２０

合  計 １０，２３３ ９，４２１ （２，３３８） ８１２

支出の部 
（営業的支出） 
 高速道路管理費 
  道路維持管理費 
  道路業務管理費 
  一般管理費等 
  関門トンネル管理費 
 道路資産賃借料 
 関連事業管理費 
  ＳＡ・ＰＡ事業管理費 
  その他の事業管理費 
受託事業営業費 

（資本的支出） 
 高速道路新設・改築費 
  新設・改築費 
  一般管理費 
  支払利息等 
 高速道路修繕費 
  修繕工事費 
一般管理費 

  支払利息等 
 関連事業建設費 
  ＳＡ・ＰＡ事業建設費 
  その他の事業建設費 
 社債等償還金 
 次期繰越金 

 
 

１，２９９ 
５６９ 
４４９ 
２６７ 
１２

５，１４３
７４３
５４
１６
６７２

１，８７２
１，６９５
１０８
６９
４２４
３８１
３１
１１
２５
１９
６
０

７２３

１，２９９
５６９
４４９
２６７
１２

５，１４３

１，８７２
１，６９５
１０８
６９
４２４
３８１
３１
１１

０
６８０

( １，８３６)
( １，６６０)
(     １０７)
(       ６９)
(     ２９３)
(     ２５９)
(       ２２)
(       １１)

(    ２０９) 

７４３
５４
１６
６７２

２５
１９
６
０
４３

合 計 １０，２３３ ９，４２１ （２，３３８） ８１２

単位：億円

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。
※ 高速道路事業欄の（ ）書きは、機構へ承継する道路資産の形成に係る資金計画である。 
※ 前期繰越金には前年度の「道路資産賃借料」の未払金４２１億円を、次期繰越金には当年度の「道
路資産賃借料」の未払金４２９億円を含む。 
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■収支予算書 
平成１９事業年度の収支予算書は下記のとおりである。 

 
 
 

金額 科 目 
合計 高速道路事業 高速道路事業以外

Ⅰ．高速道路事業営業損益 
    １．営業収益 
（１）料金収入 
（２）その他収入 

          ・道路資産完成高 
    ２．営業費用 
  （１）道路資産賃借料 
    （２）道路資産完成原価 
（３）管理費用 

・維持修繕費 
     ・管理業務費 
     ・一般管理費 
     ・租税公課 
     ・減価償却費 
     ・関門トンネル管理費 
  （４）引当金等 

高速道路事業営業利益 
Ⅱ．関連事業営業損益 
１． 営業収益 
（１）ＳＡ・ＰＡ事業収入 
（２）その他の事業収入 
（３）受託事業収入 

    ２．営業費用 
  （１）ＳＡ・ＰＡ事業費 
（２）その他の事業費 
（３）受託事業費 

関連事業営業利益

全事業営業利益

Ⅲ．営業外収益 
Ⅳ．営業外費用 

        経常利益 
Ⅴ．特別利益 
Ⅵ．特別損失 

        税引前当期純利益 
        法人税、住民税及び事業税 
        法人税等調整額 
        当期純利益        

７，０８３

６，５７８

５０４

５０４

７，０７２

４，９０６

５０４

１，３９１

５４２

４３２

２５４

１５

１２８

１９

２６９

１０

７４２

９９

１５

６２７

７１６

７１

１７

６２７

２５

３６

０

１０

２５

０

０

２５

１０

０

１５

７，０８３

６，５７８

５０４

５０４

７，０７２

４，９０６

５０４

１，３９１

５４２

４３２

２５４

１５

１２８

１９

２６９

１０

１０

０

１０

０

０

０

０

０

０

０

７４２

９９

１５

６２７

７１６

７１

１７

６２７

２５

２５

０

０

２５

０

０

２５

１０

０

１５

単位：億円

※端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。 
※引当金等には、ＥＴＣマイレージ等割引にかかる割引分を計上。 
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